
令和８年４月９日、国
会指名人事により、片山
泰宏会長が総務省政治資
金適正化委員会の委員に
任命された。任期は令和
８年４月９日から３年間
となる。
同委員は、政治資金

規正法の規定に基づき、国会の議決による指名に
基づき総務大臣が任命することとされている。今
回は、衆参両院の議員運営委員会での協議を経て、
４月７日に参議院、同９日に衆議院の本会議にお
いてそれぞれ議決された。

政治資金適正化委員会は、政治資金規正法に基
づき設置され、政治資金収支報告書の記載方法に
係る基本的な方針を定めるほか、登録政治資金監
査人の登録や研修などを所掌する。

任命された委員は次の通り。（順不同・敬称略）
　・野々上尚（弁護士）
　・秋山修一郎（公認会計士）
　・片山泰宏（税理士）
　・大泉淳一（（公財）明るい選挙推進協会理事長）
　・森田祐司（元会計検査院長）
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